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監査指導監査指導監査指導監査指導課課課課    

 

１ 保育所及び保育所のみを経営する社会福祉法人の指導 

保育所の運営が児童福祉法の趣旨に沿うよう児童福祉施設最低基準検査等を年１回以上実  

施し、設備の充実、保育内容の向上、入所児の適正な保育について指導監査を実施している。 

併せて、社会福祉法人の運営について指導監査を実施している。 

 

２ 届出保育施設等の指導 

届出保育施設等の運営が児童福祉法の趣旨に沿うよう届出保育施設等指導監督基準に基づ

き立入調査を実施している。 

 

３ 市町村社会福祉協議会の指導 

   市町村社会福祉協議会の適正な運営を図るため、社会福祉法第５６条第１項に基づき指導監

査を実施している。 

 

４ 指定介護（予防）サービス事業者等の指導 

   指定介護（予防）サービス事業者、指定介護療養型医療施設、指定居宅介護支援事業者及び

介護老人保健施設等の運営が適正に行われているか、また、利用者本位のサービス提供が行わ

れているか、介護保険法に基づき実地指導を実施している。 

 

５ 指定障害福祉サービス事業者等の指導 

   指定障害福祉サービス事業者等に対し、障害者自立支援法に定める自立支援給付対象サービ

ス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項について適正に行われているか、

また、利用者本位のサービス提供が行われているか、実地指導を行っている。 


